
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
等
の
た
め
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
免
除
等
の
措
置
並

び
に
個
人
住
民
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
等
に
係
る
特
例
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
次
の
と
お

り
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
そ
の
者
の
有
す
る
資
産
に
つ
い
て
受
け
た
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者

の
選
択
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
に
お
い
て
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
雑
損
控
除
額
の
控
除
及
び
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
二
条
関
係
）

２

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
そ
の
者
の
有
す
る
資
産
に
つ
い
て
受
け
た
損
失
の
金
額
の
う
ち
雑
損
控
除
額
の
控
除
を
適
用
し

て
総
所
得
金
額
等
か
ら
控
除
し
て
も
控
除
し
き
れ
な
い
金
額
に
つ
い
て
の
繰
越
期
間
を
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
三
条
関
係
）

３

事
業
所
得
者
等
の
有
す
る
棚
卸
資
産
、
事
業
用
資
産
等
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
損
失
（
以
下
「
被
災
事



業
用
資
産
の
損
失
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
の
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
に
よ
る
純
損
失
の
金
額
及
び
平
成
二
十
三
年

に
お
い
て
生
じ
た
純
損
失
の
金
額
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
繰
越
期
間
を
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
附
則
第
四
十
四
条
関
係
）



青
色
申
告
者
で
そ
の
有
す
る
事
業
用
資
産
等
の
う
ち
に
被
災
事
業
用
資
産
の
占
め
る
割
合
が
十
分
の
一
以
上
で
あ
る

者
は
、
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
に
よ
る
純
損
失
を
含
む
平
成
二
十
三
年
分
の
純
損
失
の
総
額



白
色
申
告
者
で
そ
の
有
す
る
事
業
用
資
産
等
の
う
ち
に
被
災
事
業
用
資
産
の
占
め
る
割
合
が
十
分
の
一
以
上
で
あ
る

者
は
、
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
に
よ
る
純
損
失
と
変
動
所
得
に
係
る
損
失
に
よ
る
純
損
失
の
合
計
額

４

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
て
い
た
住
宅
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
控
除
対
象
期
間
の
残
り
の
期
間
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

５

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
等
の
不
適
格
払
出
を
し
、
当
該
不
適
格
払
出

に
係
る
利
子
割
の
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
勤
労
者
が
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
ま
で
に
、
道
府
県
知
事
に
対
し
、

当
該
利
子
割
の
額
の
還
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
道
府
県
は
、
当
該
利
子
割
の
額
を
還
付
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の



と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
六
条
関
係
）

二

事
業
税

１

東
日
本
大
震
災
に
伴
い
地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
告
及
び
納
付
に
関
す
る
期
限
が

延
長
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
法
人
事
業
税
の
中
間
申
告
納
付
に
係
る
期
限
と
確
定
申
告
納
付
に
係
る
期
限
と
が
同
一
の
日

と
な
る
場
合
は
、
当
該
中
間
申
告
納
付
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
九
条
関
係
）

２

事
業
を
行
う
個
人
で
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
を
有
す
る
者
の
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
に
よ
る
損
失
金
額

及
び
平
成
二
十
三
年
に
お
い
て
生
じ
た
損
失
金
額
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
繰
越
期
間
を
三
年
か
ら
五
年
に

延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
条
関
係
）



青
色
申
告
者
で
そ
の
有
す
る
事
業
用
資
産
等
の
う
ち
に
被
災
事
業
用
資
産
の
占
め
る
割
合
が
十
分
の
一
以

上
で
あ
る
者
は
、
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
を
含
む
平
成
二
十
三
年
分
の
損
失
の
総
額



白
色
申
告
者
で
そ
の
有
す
る
事
業
用
資
産
等
の
う
ち
に
被
災
事
業
用
資
産
の
占
め
る
割
合
が
十
分
の
一
以

上
で
あ
る
者
は
、
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
合
計
額

三

不
動
産
取
得
税



１

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
（
以
下
「
被
災
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
等
が
、
当
該
被

災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
家
屋
（
以
下
「
代
替
家
屋
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
価
格
に
当
該
代
替
家
屋
の
床
面
積
に
対

す
る
当
該
被
災
家
屋
の
床
面
積
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
十
一
条
関
係
）

２

被
災
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
（
以
下
「
従
前
の
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
等
が
、
代
替
家
屋
の

敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
従
前
の
土
地
に
代
わ
る
も
の
と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
価
格
に
当
該
代
替
家
屋
の
用
に
供
す

る
土
地
の
面
積
に
対
す
る
当
該
従
前
の
土
地
の
面
積
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
課
税
標
準
の
特
例

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
一
条
関
係
）

四

自
動
車
取
得
税

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
（
以
下
「
被
災
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
等
が
、
当
該

被
災
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
自
動
車
（
以
下
「
代
替
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に



お
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

当
該
代
替
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
は
、
自
動
車
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。
（
附
則
第
五
十
二
条
関
係
）

五

軽
油
引
取
税

揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
規
定
の
適
用
停
止
措
置
は
、
そ
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
十
三
条
関
係
）

六

自
動
車
税

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
被
災
自
動
車
の
所
有
者
等
が
当
該
被
災
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
道
府

県
知
事
が
認
め
る
自
動
車
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま

で
の
各
年
度
分
の
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
四
条
関

係
）

七

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

１

価
格
の
決
定
等
の
課
税
事
務
等
に
つ
い
て
、
災
害
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
等
は
当



該
事
務
に
つ
い
て
期
日
以
後
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
百
八
十
九
条
、
第
四
百
十
条
、
第
四
百

十
五
条
、
第
四
百
十
八
条
、
第
七
百
四
十
三
条
関
係
）

２

東
日
本
大
震
災
に
係
る
津
波
に
よ
り
区
域
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
に
お
い
て
家
屋
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た

区
域
又
は
浸
水
、
土
砂
の
流
入
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
区
域
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
の
土
地
に
つ
い
て
従
前
の
使
用

が
で
き
な
く
な
っ
た
区
域
が
所
在
す
る
市
町
村
の
長
は
、
当
該
区
域
を
指
定
し
て
公
示
す
る
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
、
総

務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
市
町
村
は
、
当
該
公
示
さ
れ
た
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
及
び
当
該

区
域
内
に
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
所
在
し
た
家
屋
に
対
し
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
又
は
第
七
百

二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る

特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
五
条
関
係
）

３

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
で
平
成
二
十
三
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
住
宅
用
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
被
災
住
宅
用
地
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
、
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度

か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
市



町
村
長
が
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
を
住
宅
用
地
と
み
な
し
て
、
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
の
地
方
税
法
の
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
六
条
関
係
）

４

平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
被
災
住
宅
用
地
を
所
有
し
、
又
は
そ
の
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
者
等

（
以
下
「
被
災
住
宅
用
地
の
共
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
所
有
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に

つ
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
い
て
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
共
有
者
等
が
所
有
し
、
又
は
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
一
定
の
被
災
住
宅
用
地
の
全

部
又
は
一
部
の
う
ち
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
以
外
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
十
四

年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
を
住
宅
用
地

と
み
な
し
て
、
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
の
地
方
税
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
六
条
関
係
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
共
用
土
地
で
あ
っ
た
土
地
に
対

５
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
各
共
有
者
が
当
該
土
地
の
持
分
の
割
合
等
に
よ

っ
て
按
分
し
た
額
に
つ
い
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
六
条
関
係
）



仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
が
被
災
住
宅
用
地
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
災
住
宅
用
地
に
つ
き
土
地
登

６
記
簿
等
に
所
有
者
と
し
て
登
記
等
が
さ
れ
て
い
る
者
で
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用

地
の
所
有
者
等
を
も
っ
て
当
該
仮
換
地
等
に
係
る
所
有
者
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
仮
換
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平

成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
仮
換
地

等
を
被
災
住
宅
用
地
と
み
な
し
て
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
の
地
方
税
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
六

条
関
係
）

被
災
住
宅
用
地
の
所
有
者
等
が
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
被
災
住
宅
用
地
に
代
わ
る
も
の

７
と
市
町
村
長
が
認
め
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
得
さ
れ
た
土
地
で
新
た
に
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画

税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
、
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
の

用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
以
外
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
当
該
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は

、
当
該
取
得
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
被
災
住
宅
用
地
に
相
当
す
る
土
地
を
住
宅
用
地
と
み
な
し
て
、
課
税
標
準
の
特
例
措
置

等
の
地
方
税
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
六
条
関
係
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
所
有
者
等
が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当

８



該
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
家
屋
を
取
得
し
、
又
は
改
築
し
た
場
合
に
お
け

る
当
該
家
屋
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
特
例
の
適
用
を
受
け
る
部
分
に
係
る
税
額
を

初
の
四
年
度
分
二
分
の
一
、
そ
の
後
の
二
年
度
分
三
分
の
一
を
減
額
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十

六
条
関
係
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
平
成
二
十
八
年
三
月
三

９
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
償
却
資
産
を
取
得

し
、
又
は
改
良
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
を
四
年
度
分
そ
の
価
格

の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
六
条
関
係
）

八

軽
自
動
車
税

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
被
災
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
が
当
該
被
災
軽
自
動
車
等
に
代
わ
る
も

の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
軽
自
動
車
等
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平

成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（

附
則
第
五
十
七
条
関
係
）



九

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
一
の
４
の
改
正
は
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


